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経済論叢(京 都 大学)第158巻 第4号,1996年10月

異 動 をめ ぐ る労 使 協議 の変 遷(1)

化繊産業の事例一

久 本 憲 夫

1問 題 設 定

現 代 の 雇用 調 整 は,手 法 と して は 出 向 ・転 籍 の 日常 化,希 望退 職 の.般 化,

対象 と して は ホ ワ イ トカ ラー と くに 管理 職 ク ラスへ の 拡 大 に よ って,特 徴 づ け

られ るで あ ろ う。 そ して,こ う した雇 用 調 整 に よ って,労 働 争 議 が.発生 す る こ

とは 非常 に少 な くな って い る㌔

市場 経 済 の 中 に あ って,製 品 販 売 市 場 の 変動 や きび しい企 業 間競 争 に よ って

企 業 は不 断 に必 要 犀川 景 の変 動,必 要 な 質 の労 働 力 の変 化 に 直面 して い る。 こ

う した外 的環 境 の 中で,安 定 した 雇用 の確 保 は技 能 形 成 上 の 必 要 と並 ん で,安

定的 労使 関係 の前 提 で もあ る。 もち ろ ん,賃 金 が 企 業 内 にお い て も短期 的 に柔

軟 で あ れ ば,問 題 はか な り解 決 す るか も知 れ な い 。 しか し,.賃 金 に は 下方 硬 直

性 が あ る。 また急 激 な販 売 の減 少 は,雇 用 量 自身 の 減 少 が必 要で あ る。 とす れ

ば,硬 直 的 な 賃金 ・安 定 した 雇 用 と製 品 市 場 の 急 激 な 変 化 を両 立 させ る もの は

何で あ ろ うか.そ れ を巡 る労 使 の せ め ぎあ い は い か な る ものか 。 また,そ れ は

歴史 的 に どの よ うな変 化 を とげ て きた の か 。

す で に のべ た よ うに,現 在 で は 転 勤 ・出 向 ・転 籍 な ど は 日常 的 な異 動 と して

1)も ちろん,こ うした雇用 調整が我 が国で スムーズに進む ようにな った と考 えるのは}it計であ る。

筆者がお こなった聴 き取 りに よれば,ハ ー ドな雇用調整 を経験 した企 業労使 はいず れ も,そ の

「キズ」,つ ま り企 業に残 った者の企業への信頼感 の低下 とそれが企業 に及ぼす悪影響に実感 し

ていた 〔関西生産性 本部 〔1995〕「日本型雇用 の方 向一一 新 時代 の長期 雇用安定雇用 を 」)。

ハー ドな雇用調整(解 雇 ・指名解雇 に遅い希望退職〕の影響は20か ら30年 は続 くのであ る。



2(336)第158巻 第4号

認 知.され てお り,労 使 ルー ル も確 立 して い る とい っ て よい 。 多 くの場 合,こ う

した 「柔 軟 な」 異 動 は,我 が 国 雇用 シス テ ム の.長所 と して 取 り上 げ られ る こ と

が 多 い。 他 面,こ う した 異 動 を,労 働 者 個人 は よ ほ ど の こ とが な い か ぎ り拒 否.

で きな い とい う現 実 は,多 くの 判 例 をふ ま え て定 着 す る と と も に,労 働 者 個 人

の不 安 ・不 満 の一 因 と もな って い る 。労 働 判 例 は,現 実 の 労使 関係 に大 きな影

響 力 を もつ が,判 例 自体 が 現 実 の労 使 関係 の反 映 ・定 着化 で あ るの も事 実 で あ

る㌔

出 向 ・転 籍 な どの 人 事 労 務 管 理 お よ び労 使 協 議 につ い て,ア ンケ ー トな ど に

よ る調査 研 究 はす で にか な り存 在 して い る が,こ う した 「異 動 の 柔 軟性 」 が 我

が 国 の労 使 関係 の なか で ど う変 化 して きた のか を検 討 した もの は,非 常 に少 な

い のが 実 情 であ ろ う%第 二 次 大 戦 直 後 か ら,我 が 国 の雇 用 慣 行 の ひ とつ と し

て 「異動 の柔 軟 性 」 が ブ ルー カ ラー も含 め て存 在 した と は考 えが た い に もか か

わ らず で あ る。 この点 を労 使 協 議 とい う立場 か ら見 て い くこ と に した い 。労 使

協 議 の対 象 と して最 も重 要 なの は雇 用 調 整 に よ る異 動 で あ るた め に,こ こで も

そ れ が 中 心 とな らざ る を え ない が,も と よ り異動 白.体は常 に存 在 して お り,労

使 協 議 に な じみ に くい もの も多 い 。 そ の 意味 で,こ こで は取 り.上げ るの は異 動

の 一部 にす ぎない こ とをあ らか じめ 断 って お く。

あ る研 究 に よれ ば,雇 用 調 整 と して の 配 置転 換 方 式 の 定 着 は 次 の よ うに区 分

さ れ る咽:1.指名 解 雇 を 内 容 とす る人 員 整 理 方 式(昭 和20年 代 前 半)か ら本 人 の

2〕 現在 の労働法上の解釈について,さ しあた り,菅 野和夫 〔1993:『労働法 第三版」,弘 文堂,

を参照 のこと。

3)最 近 の注 目すべ き研 究 として,現 場 の労働 者に品質の安定 と向.トのための 問題発見 と解決活動

を求 める 「口本型生塵.シスナム!ゆ 形成 とそれ をもた らした管理..思想 の転換 を課題 とした,法 政

大学産業情報セ ンター編 〔1995〕『日本企業の品質管理』,有 斐閣,な らびに雇用調整の変化 を論

じた,佐 口和薦 〔1995〕「1高度経済成長期 以降の雇用保 障」(武 田晴人絹r日 本 産業発展の ダイナ

ミズム」,東 京 大学 出版会,所 収),日 本企業の.入事労務戦略に焦点をあわせ たもの として,仁 田

道夫 〔1990〕,「経営多角化 と入事労務戦略一一 化繊産業に関す る考察一 」,「武蔵 大学論集』第

37巻 第2一.5号 はぜ ひ参照 され るべ きで ある。 また,拙 稿 「電機産 業におけ る⊥職 身分格 差撤

廃」(京 都大学経済学会 ・1;済 論叢」,第155巻 第3号,19鮨 年3月),な らびに 「ll-.和30年代臨時

工問題 をめ ぐる労使交渉一.柑.1.匠信頼的労使関係形成への歩み」(.京都大学緯 済学会 ・「経済論叢

別冊 ・調査 と研究」 第11号,近 刊)も 参照 されたい。
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自由意 思 を 建 前 とす る希 望 退 職 方 式(昭 和3⑪年 代 前 半),質 ・量 の 同時 再 編 を

労 使 関係 面 で も可能 にす る配 置転 換 方式(昭 和30年 代 後 半)へ,さ らに は企 業

間異 動 ・職 種 間異 動 へ と重 点 が 移行 した(昭 和40年 代 前 半)と 。 これ を 具体 的

産 業 でみ た ば あ い どの 程度 この 言明 はあ て は ま るの で あ ろ うか 。 配 置転 換 方 式

に変 化が 存在 した と して,な ぜ そ う した 変 化 が 起 こ り得 た ので あ ろ うか 。 そ の

ロ ジ ックは いか な る もので あ った の か 。 小 論 の テ ー マ は
,我 が 国労 使 関 係 の 特

徴 の一 つ とされ る 「異 動 の 柔 軟 性 」 が,い か な る歴 史 的経 緯 を経 て 労使 の 間 で

合 意 され る にい た った のか を検 討 す る こ とで あ る 。異 動 は技 能 養 成 の す ぐれ た

手段 で あ る と同時 に,ソ フ トな雇 用 調 整 手段 で あ る 。労 使 協 議 の対 象 と な るの

は,.主 と して後者 の側 面 が 大 きい 場 合 で あ ろ う。 こ う した異 動 の柔 軟 性 をめ ぐ

る労 使 のや りと りは,同 時 に 「相 互 信 頼 的 労使 関係 」 の形 成 ・確 立 過 程 をた ど

る こ とで もあ る。 小 論 で は,化 繊 産 業 の 異動 を め ぐる労 使 協 議 の変 遷 を素材 と

して,そ の 変.化の理 由 とそ の ロ ジ ックを 浮 か び上 が られ る こ と を試 み る。

II1950年 代 の 異 動 と労 使 協 議

1.東 レの事例

(D前.史

戦後 直 後 の 労使 関係.は東 レにお い て は,穏 健 な る もので あ った 。 そ して,経

営 と組 合 の 関係 は 当初 か ら良 好 で あ った 。 昭和21年3月 の 主 力工 場 の組 合結 成

大会 には,来 賓 と して 社 長 も出席 して い る。 社 長 が つ ぎの よ うな あ い さつ を し

てい る こ とは,東 レの 労使 関係 を理 解 す る うえで 重 要 で あ る。

「… …組 合 が 生 産 第 一 主義 を強 調 せ ら る る こ とは,私 共,経 営 の 任 に.当る

もの と して専 心 念願 す る所 で,生 産 無 き所 に再 建 成 らず 筍 も生 産 を阻 む も

の は絶 対 に排 除す べ し との原 則 を堅持 す る もの で あ ります 。 私 は 事 業 経営

現)方針 と して従 業 員,株 主,そ して 製 品 の消 費 者,こ の=者 を 考 慮 して事

業 を成 り立 たせ る こ とで あ ります 。 しか して,..この 三 者 問 に 強 い て順 序 を

4)日 本労働協会編 〔19ア5〕,『配置転換をめぐる労使関係』日本労働協会,11-13ペ ージ.
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つ け るな らば,従 業員 の生 活 向上 ,労 働 条 件 の 改 善 は場 合 に よ って は,株

主 配 当 の あ る程 度 の犠 牲 を もや む を得 ない と考 え ます 。が,そ れ と共 に株

主 の 配 当 な どは,如 何 で もよ いか ら,た だ 従 業 員 の福 利 の み を計 れ とい う

考 え 方 に は,賛 成 致 しませ ん%」

さ らに 経 営 参加 につ い てつ ぎ の よ うな こ と をい って い る。

「現 行 の 法規 で は ゆ る され ぬ こ とで し ょ うが,経 営 者 た る重 役 を従 業 員 が

公 選 し,こ れ を株 主 総 会 にか けて確 認 せ しぬ る とか,ま た そ の逆 なや り方

に よ る こ と も考 え られ ます ㌔ 」

また,労 使 協 議 会 につ い て は,

「先 般 来 毎 月 開 い て お りま した ⊥ 場 懇 話 会 を この 際改 組 強 化 して,組.合 側

か ら委 員 を 選 出 して貰 っ て経 営 側 の 委.員と と もに.1:場経 営 に関 し建議 し討

論 し審議 して経 営 の方 策 を定 め む る工場 委 員 会(ワ ー ク ス ・カ ウ ンセ ル)

を 実験 台 に上 せ る こ と を提 唱 した し ます 。」 た だ し,「 わ が 国 の 産 業が 資 本

主義 体 制 ドに おか れ て お る限 り私 は ど こまで も資 本 を護 って行 く決意 で あ

り,そ れ が 経 営 者 と して の 責務 で あ る と堅 く信 じて居 りまず;。」

こ う した社 長 の 態 度 は,結 成 間 もない 労 働 組 合 を 「労 使協 調 宅義 」 へ と押 し

進 め てい くこ と にな る。資 料 的 に は確 認 で き ない が,産 業 報 国 会 との 連 続 性 が

存 在 して い る よ うに お もえ る。 もち ろん,東 レ労働 組 合 は全 繊 同 盟の 有 力 組 合

と して,総 同 盟 の 重 要 な働 きをす る㌦

波 乱 は 外 部 か らや っ て くる。GHQに よる公 職 追 放 の対 象 者 と して,田 代社

長 が あ げ られ た の で あ る9,。田代 社.艮は戦 時 中,滋 賀 県 の 大 政 翼 賛 会 の幹 部 で

あ った とい うのが そ の理 由で あ る。 日召和22年2月28日 に政 府 は占 領 軍 指令 に基

づ い て勅 令 第109号 「就 職 禁 止,退 官,退 職 等 に 関 す る件」 を公 布 し,.該 当者

5)『 東レ労働組合史 第1巻 」(1969),72ペ ージ。

6>同 上,73ペ ージ。

7)同 上,73-74ペ ージ。

8)W司 盟の活動については,つ ぎの文献が参照されるべきである。白井泰四郎 〔1962)「日本労

働総同盟の運動」〔大河内 ・男 ・藤田若雄編 『講座 日本の労働問題IV』,弘 文堂)。

9:1【東レ労働運動史 筆1巻 」,143-149ペ ージ。
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の公職 追放 を発 表 した 。 東 レ労 連 は,「 田代 社 長 に対 す る組 合 員 の 世 論 調査 を

行 な った 結 果 に 基 づ い て,田 代 社 長 を支 持 す る嘆 願 書 を 申請 し,パ ー ジ除外 運

動 を起 こ した。」 当時 の労 働 組 合 と して は 正 に異 例 の パ ー ジ除外 運 動 に もか か

わ らず,6月26日 に 田代 社 長 は退 任 す る。 公 職 追 放 後 も,労 連 は 田代 前 社 長 の

復 帰 は断.念した もの の,公 職 追 放 解 除 訴 願 運 動 を続 け,第 一 回訴 願(.昭 利22年

3月 ～ 昭和23年3月)で 同 氏 の 追 放 は 解 除 さ れ て い る。 当 初 か ら 「社 長 制 」

(取締役 会 の 編 成 の こ と… … 引 用 者)の 提 案 を お こな うな ど,労 連 は重 役 人事

に発 言 を して い る。 とは い え,東 レ労 連 も時代 の流 れか ら大 きな影 響 を う けて

い る。 青 年 部 が独 自 な活 動 を始 め たの で あ る。 これ は.全国 的 な動 きで あ った 。

そ して 昭和23年12月22日 付 け労 働 次 官 通 牒 「民 主 的 労働 組 合 及 び民 主 的 労働 関

係 の助 長 につ い て」 が 出 さ れ,「 特 権 的 な 青 年 部 を設 け な い こ と」 もそ の項 目

の一.一つ で あ った 。 これ に もとづ き,執 行 部 は青 年部 を 昭和23年 末 か ら24年 にか

け て解 散 さ せ る こ と とな る。 また,レ ッ ドパ ー ジ もお こなわ れ た もの の,対 象

者 は少 数 に と ど ま り,ほ か の 多 くの 労 働 組 合 ほ ど の イ ン パ ク トを も って い な

か っだ%

さ て,戦 後 直 後 か ら協 調 的 な労 使 関係 を形 成 してい た とい う事 実 は,労 使 協

議 体制 が現 在 まで 変 化 して い な い こ とを必 ず し も意 味 す る もので は ない 。 ドラ

マ チ ック は激 動 は少 な い とは い っ て も,あ き らか な 変 遷 が み られ る ので あ る。

そ れ はい か な る もの で あ った のか 。 時 代 を追 って検 討 す る こ とに しよ う。

〔2)1957年 以 前

1957年 の操 業 短縮 以前,組 合 新 聞 に は二 つ の異 動 に 関す る記 事 が 掲 載 さ れ て

い るQ一 つ は55年 の 瀬 田工 場 か ら愛 知 工 場 へ の転 勤 問題 で あ り,も う一 つ は 翌

年末 の 三 島.1:場稼 働 に と もな うもの で あ る。 まず,前 者 か らみ て お こ うL1,。

.10月27日 の 団交 に おい て,会 社 よ リナ イ ロ ンの増 産 に と もな い 瀬 田 工 場 か ら.

10)1同 上,98-102,111-121ペ ー ジ。

11)「 東 レ組 合 新 聞』 第53号(1955年11月2日)。 な お,組 合 新 聞 の 名 称 は組 合 の歴 史 の なか で 変 更

され て い るが,以 下で は す べ て 同 一 の名 称 を もちい る.
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希 望 者 をつ の り,約30名 を愛 知工 場 に転 勤 させ たい 旨の 申 し入 れ が あ った 。 そ

れ よ り先,瀬 田工 場 で 工 場 側 よ り組合 に 申 し入 れ が あ り,組 合 と して は 大 量転

勤 な の で 中央 労 働 協 約 に基 づ い て,本 部 団 交 を行 な う もの と して い た 。 会 社 の

計 画 の概 要 は つ ぎの よ うな もの で あ った 。① 工 場 で は本 年 末 まで に90人 の 増 員

計 画 を も って い る。 ② うち,20～30名 を 瀬 田工 場 か ら転 勤 して もらい た い 。③

強 制 ぽせ ず希 望 者 のみ 。 た だ し勧 誘 はす る。④ 瀬 田工 場 は,や り く りを す れ ば

30人 く らい は 出 来 る見 込 み だ 。 あ とで 人 が足 りない とい うよ うな こ とに な れ ば,

そ の と き に考 えた い。 ⑤ そ の後 の転 勤 につ い て,他 の事 業 所 か らや るか,ま た

瀬 旺1場 か ら第2回 を や る か な どの計 画 は まだ 考 えて い な い。 ⑥ 転 勤 す る者 は,

愛知 工 場 の勤 続 な ど と,あ ま り開 く事 の ない よ うに した い 。⑦ 技 術 者 と して,

愛媛,滋 賀 工 場 な どか ら,名 占屋 工 場 へ 若 干 転 勤 して もらい た い と思 ってい る。

⑧ 転勤 者 はす べ て,転 勤 規 定 に よ って取 り扱 う。

これ に対 す る組.合の 回答 はつ ぎの よ うな もので あ る。① 瀬 田 工場 に お い て は,

現在 の 人員 は ギ リギ リい っぱ い の作 業量 で あ って,と うて い30人 とい う人 数 を

ヌ ク こ とがで きない 。 も し強 行 す るな ら,後 が 労 働 強 化 と な る。② 会 社 は後 の

状 況 をみ て補 充 す るか 否 か を決 め た い考 え の よ うで あ るが,た とえ即 時補 充 す

る為 採 用 して も,そ の.人達 が仕 事 に なれ る まで は労 働 強 化 が 激 し くな る。 ③ 現

在 の ま ま い っ て も,自 然 減 が あ るか ら,新 採 用 の あ る来 年3月 頃 まで に はか な

りの労 働 強 化 に な る。④ した が って30人 転 勤 に は反 対 せ ざ るを得 な い。 以.Eの

点 を 回答 す る と共 に会 社 側 と して も,職 場 の状 況 を充 分 研 究 す るよ う要 請 した 。

そ の 後 の組 合新 聞 に記 載 が ない の で,こ の 問題 が 如 何 な る解 決 を見 た のか 不 明

で あ る 。 いず れ にせ よ,大 量 転 勤 が 当 時 は 団体 交 渉事 項 と して取 り扱 われ てい

た こ と,転 勤 反対 の姿 勢 を組 合 が 示 して い る こ とが わ か る。 戦後 直後 か ら協調

的 労使 関係 が 維 持 され てい た 東 レで さ え,異 動 に 関す る労使 協 議 は現 在 とはか

な り異 な っ て い た とい え よ う。

第2の 事例 は1957年 初 め の 記 事 の 中 に み られ る12;。これ に よれ ば,前 年 末 の

12)同 上,第93号 〔1957年1月11日)
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12月28日 に,組 合 に対 して 会社 は,三 島工 場 へ の 異 動 計 画 を あ き らか に してい

る。 三 島 工 場 は57年 中 に は 糸 を 出 し,1958年4月 には 口産15ト ンの工 場 に な る

が;こ の と きの 人 員 は2,000z位 にな る。 この た め に,①482名(C級 以 上=班

長 ク ラス以 上 の こ と(引 用 者))の 人 達 を 大 き な事 業 場 か ら異 動 させ た い 。 し

か し名 古 屋 工 場 と愛知 工場 は現 行 の絶 対 人員 は確 保 す る。 ② 残 る1,;00名 は現

地 採 用 す る。③ 事 業場 扱 い の者 の 三 島 工 場 へ の転 勤 に と もな う転 勤 手 当 につ い

ては,か つ て の滋 賀工 場 か ら名 古屋 工場 へ の転 勤 の と き と同 じよ う に,人 事 部

扱 い と同様 に扱 う。④ 事 業 場 扱 い 人 事 部扱 い と もに,転 勤 手 当 は,転 勤辞 令 の

出た 事 業 場 か ら三 島 まで の直 結 の もの とす る。⑤ 三 島工 場 の社 宅 は,と りあ え

ず ユ50戸 を建 て たい,と す る もの で あ った 。 この 記 事 を読 む 限 り,組 合 は この

転 勤 問 題 で 会 社 と大 きな対 立 は なか った よ うで あ る。 ま た,事 業 場扱 い の 者 は

転 勤 が な い の がふ つ うだ と思 わ れ るが,こ こで は転 勤 は 異常 事 態 と は認識 さ れ

てい な い 。 お そ ら く最 大 の理 由 は,転 勤 対 象.者が 下級 職 制 で あ った こ とで あ ろ

う。 ま た,新 工 場 へ の異 動 で あ り,昇 進 を伴 う可 能 性 も高 か った ので は な いだ

ろ うか 。 深刻 な問 題 は翌 年 早 々 には じま る。

(3}1957/58年 の大 規模 操 短

い わ ゆ る ナベ 底 不 況 は繊 維 産業 に大 きな影 響 を及 ぼ した。 ユ957年か ら58年 に

か け て繊 維 全 体 で ユ3%の 価 格 下 落 に おそ わ れ,と くにス フ織 物 は 国内 向 け41%,

輸 出 向 け34%と い う急 落で あ っ た。 その 原 因 は需 要 の減 少 の ため で は な く,企

業 の増 産 ・増 設 に よる 生産 量 の増 大 とそ れ に伴 う在 庫 の拡 大,金 融 引 き締 め に

よ る換 金 売 りの増 大 に あ ったBI。 対 応 策 は 操 業 短 縮 に よ る生 産 量 の 制 限 で あ っ

た。 通 産 省 の 数次 にわ た る 「操 短 勧 告 」 によ って,各 社 で 一 時 帰 休 や 希 望 退職

な どが と られ て い た ので あ る。繊 維 産 業 の操 短 はす で に1952年 以 来,紡 績 で行

なわ れ て お り,同 じ全 繊 同盟 の傘 下 とい う こ と もあ り,類 似 した 方 式 で推 移 し

た とい って よ いで あ ろ う。 もち ろ ん,具 体 的 に は企 業 ご と に差 異 を見 つ け る こ

とは容 易 で あ るが 。

13)ゼ ンセン同盟,「全繊同盟史 筆4巻j〔196の,181-193ペ ージ。



8〔342}第158巻 第4号

ま ず,「 資 料 労 働 運 動 史』 昭和32,33年 版 か ら,こ の化 繊 各社 の 操 短 につ い

て,見 て お くこ と に しよ う。 通 産省 は1957年(昭 和32年>3月23日 にまず ス フ

綿 製 造 業 者 に対 して,「 ス フ綿 の32年4月 一6月 生 産 を 各 月 あ た り32年1月 実

績 の13%減 産 とす る」 旨の 操 短 勧 告 を,6月25日 に7-9月 も継 続 す る とい う

勧 告 を お こ な った が,ス フ綿 部 門 は 装置 生 産 の部 分 が 大 きか った た め 人員 に対

す る 影響 は ほ と ん どな か った 。 と ころが,8月 に ス フ綿 の操 短率 の 強 化 を は じ

め ス フ糸,人 絹 糸 の9月 以 降年 末 まで2割 程 度 の操 短 を勧告 す るに及 んで,人

員 整 理 問題 が 発 生 す る こ と にな る1%

全繊 同盟 は これ に対 して,昭 和30年 の操 短 闘争 の さい に決 定 した 「三原 則 」

を 再 確認 す る と共 に部 会 ご との 統..一的 な 実施 方法 な どにつ い て 方 針 を出 してい

るL㌔

全 繊 同盟 が 最 も重 点 を おい た の は 操 短 三原 則,つ ま り① 首 切 り絶対 反対,②

休 業 中 の 賃金 の全 額保 障,③ ヒモ付 き離 職(失 業 保 険 を適 用 して一 定 期 間 離職

さ せ る こ と).絶 対 反 対 で あ る。 この な か で,と くに全 繊 同盟 の 中で と くに論 議

さ れ た の は③ の 「ヒモ 付 き離 職 」で あ った 。 「失 保 を適 用 す る一 時 解 雇 は,操

短 の責 任 を あ い まい に し,し か も結 局 本格 的 な解 雇 につ な が る」 と して,反 対

して きたわ けで あ る。 しか し操 短 の拡 大 した1958年1月,化 繊 部 会 は 「再 雇 用

約款 つ き解 雇 」 を認 め る。 つ ま り,失 業 保 険 を適 用 す る一 時 離職 で あ る。

東 レの場 合,表1に よ うな経 過 を た ど っ た16)。また,第2次 操 短 に よ る余 剰

人 員 の 内訳 は 表2の とお りで あ る。 余 剰 人員 は3工 場 で800人 に 達 し,工 場 内

転 用,転 勤 そ の 他 で321名 は吸 収 す る もの の,約479名 は転 用 不 可 能 人 員 とされ

た。9月21日 の 中 央 団 交で 労 使 の合 意 が で きた が,す で に通 産省 か ら第 二 次 勧

14)労 働省 「資料 労働 運 動 史 昭 和32年 」,710-713ペ ー ジ,「 資料 労働 運 動 史 昭 和33年 』,592-

603ペ ー ジ。

IS>『 全 繊 同盟 史 第4巻 』,249,250ペ ー ジ。

16)以 下 の 資 料 に 依 拠 して い る。 『.東レ労 働組 合 史 第2巻 」(1967年),70-95ペ ー ジ,「 東 レ組 合

新 聞1,第119号 〔1957年8月11日),第1.14号'(同 年9月1日),第115号(同 年9月11日},第116

号.(同 年.10月1日),第122.号(同 年]2月1日,,第126号(1958年1月11口),第127号 〔同 年 五月

210),.第128号 〔.同年2月10),第133号1同 年6月111])。
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表1東 レにおける1957年 操短 の経過

(343}9

3.23… …通産省 はス フ ・綿 メーカー に対 して第.・次操短 勧告。「昭和32年4～6月 の

生産 を32年 塁月実績の13%減 とす る」

8.2・・・… さらにスフ糸の操短勧 告、.,会社は他 の化繊 メーカーと同様に ・次離 職を組合

に申し入れ。

8,3… …化繊常任 闘争委 員会は 「a首切 りを認めない,b補 償 をよ くす るようにす る,

c全 繊 の指示を待つ、…とい う方針を決定。

8.6… …化 繊メーカーは失業保険の適用 によ る一時帰休 を労働省 に申請す ることを決.

定 。

.8.9… …中央生産 委員会 を会社 の申 し入れに より開催。勧告操短 の会社 の影響 につい…

て説明。

8.12… …中央団体 交渉において,会 社か ら次の 申し入れ。

① 一時的な操短 であるか ら希望者を もった対処 したい。余剰 人員が出て も一

時的であるか ら,時 短 と混 同 しないよ うに。

② 丁場別 余剰.人員は滋賀502名,愛 媛206名,瀬 田113名 の計821名 でいずれ も

直接部 門のみで男女比は半々 ぐらいであ る、、

③ 名 古屋1:場,愛 知工場 に100名 ぐらい転 勤 させ,.r揚 間の配置転換 は数十

名転用 したい。残 りの人については職場か ら離れて もらう考えである。

組合は,具 体的な数字は事業場労使で検討す る,転 勤者の募集 は認め る旨

の 回答。

8.17・・一 中央団交 を開催 。ナ.イロ ンステーブルの増産中止によ って8.12の 人員 を修正

したい旨の申 し入れが あ り,組 合は これを了承。

8.19… …合繊本部執行委.貝合が化繊操短の対策 と傘 下組合へ指示(操 短三原則〉。

① 首切 り絶対反対,② 休業中の賃金の全額保 障,③ ヒモッキ離職絶対反対。

呂.20……化繊労使会議 開催、経営者側の態度が 明 らか に。

①余剰 人員対策。配置転 換,希 望退社,解 雇予 告手 当を出 し失業保険を適用

の上一時帰休、

②余剰 人員の算定は労使 で協議 。

③操短問題は連合交渉の課題 とはならない。

:8.22… … 中央団交で,会 社か ら人員につ いては事業所労使で協議 したい.旨を付 して諸

条件を提示。組合 は これ に対 し,3原 則の堅持 と連交による処理 を主張 した。

8.24… …中央委員会を開 き,本 部 の諮問委 員会 として本部3名 および各支部 ユ～2名

の構 成に よる操短対 策委.貝会を設置。中央委員会の権 限を操知対策委員会に

一任 。
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8.24… … 中 央委 員 会後,第 一 回 操 短 対 策委.貝 会 を 開催 。

B.30… … 化 繊 部 会執 行 委.員会 で,操 短 問 題 を 闘 争 業務 と して取 り扱 う こ とを 決 定 。 午

後 に 開 か れ た 化繊 部 会 の 中央 闘 争 委 員 会 で 、操 短 問題 を連 交 の形 で お こな う

こ とを 決 め,以 下 の方 針 を決 定 した 。

① 本 部 で 早 急 に経 営 者 屋 舎 と接 渉(折 衝)を お こな う。

② 連 合 交 渉 で は 基 本 的 な条 件 を 決め る。

③ 話 合 い が で き しだ い通 交 を 開 くが,不 可 能 な れ ば5日 以 内 に打 ち き り,そ

の 後 ば 合 繊;原 則 に よ って単 社 交 渉 に移 行 す る 。

回 目,.東 レ労 組 は9月1日 実 施 の 操 短 につ い て,各 支部 へ 次 の指 示 をお こ

な った 。

① 化 繊 の連.含交 渉 で 条 件 が 決 定 す る ま で の措 置 を次 の よ う にす る。

aで きる だ け現 場 に入.員を 吸 収 す る 。hそ れで も余 った 人員 の 処 置 につ い1

て は労 使 協 議 して統 制 し,雑 作 業 を 交代 制 で お こ な う。

② 絶 対 に休 ま せ な いで,給 料 を100%確 保 す る こ と。

③ 組 合 自 ら説 明 会 を 開い て啓 蒙 活 動 を お こな う。

9.03… … 第2回 操 短 対 策 委 員 会 開催 。 支 部 状 況 を確 認 し帰 休 ま で の措 置,帰 休 時 の指

示,希 望 者 の 募集 な どにつ いて 協 議 した。

9.09・・… ・第3回 操 短 対 策委 員 会 開催 。 化 闘 にお け る失 業 保 険 適 用,受 諾 方 法 を承 認 し

た のち,9月11日 の 中央 団交 に 臨む 態 度 を次 の よ うに 決定 した。

9.11-12・ ・… ・中央 団 交 。

9,12… …通 産 省,第 二 次勧 告 。10-12月 の操 短 強 化 を通 達 。

9,21…"・ 中 央 団 交 。 「一 時 離 職 に関 す る協 約 書 」 締 結 。10/1-12/31ま で 離 職 と決

定 。

9.22… … 第二 次 操 短 勧 告 につ い て 団交 。 全 て の 条件 を 第一 次 と同 様 とす る こ とと し,

《灘驚 撚 羅 魍
告 が 出 され て お り,翌22日 に この第 「次 分 もあわ せ て 同一一・条件 で の 一次 離職 が

協 定 さ れ た 。 そ の結 果 は,表3の とお りで あ る。860名 の余 剰 人.員に対 して805

名 の 希 望者 が あ り,彼 ら は10-12月 の3ヵ 月 間離 職 した 。 復 職 しな か っ た の は

自己 都 合 の5名 のみ で あ った 。

こ こで,着 目すべ き点 は① 一 時 離 職 希 望 の 募集 期 間が わ ず か 委姐 で あ った に
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表2:操 短による余剰 人員 の修TF発 表

(345)11

①余剰人員
② 工場内で
転用で きる

③他1揚 へ転勤
で きる 霧

時短関係で
業吸収者 と

⑤転用 もで
きず余 って

人員 人員 して残す人員 くる人 員

滋 男 289 58 74 5 152

賀
工

:女 2ユ3 3 o 45 162

場 計 502 6ユ 74 50 317

ス 男 121 o 4 76

愛

媛

フ

部
門

女

計

6

127

0

0 叢董 男41

女0

.1

.5.

5

81

⊥

場

紡
績
部

男

女

0

52

0

0

工 し

場て 計41
0

27

..

」

0

25

門 計 52 o 27 25

瀬 男 3. 3 0 0 o

田
工

女 116 0 Q 60 56

場 計 119 3 0 .60 56

男 413 61 115 9 228

計 女 387 3 o 133 251

計 800 64 115 142 479

出典:『 東 レ労働組合史 籍2巻 」78ペ ージ。

もか か わ らず,愛 媛 工 場 の 男 性 をの ぞ い て,ほ ぼ余 剰.人員 に対 応 す る 希望 者 が

出て い る 。 これ4t7:場 設 備 の操 短対 象 の設 備 が 確 定 す るか ら当 然 だ が,「 希 望 」

とい う言 葉 が 不 適 切 で あ る こ とを しめ して い る。② 組 合 新 聞 に よ れ ば,一 時 離

職 者 の離 職 期 間 中 の収 入 は,賞 与 ・一 時 金 を 含 む 離 職 前'卜年 の 賃 金 を180で

割 っ た金 額 を 賃金 日額 と し,そ の 約6割 を 失 業 保 険 と して受 け取 る以 外 に,1

ヵ月分 の解 雇 予 告 手 当 とい うこ と にな る。 一次 離職 期 間 は3ヵ 月 で あ った か ら
,

(0.6x3+1)÷3=0.9と な る。 つ ま り実 質9割 の 賃 金補 償 とい う こ と に な

る1%な お,こ の失 業 保 険 受 給 につ い て,同 年8月1ユ 日付 の組 合 新 聞 で は 昭和

27年 の 綿紡 操 短 に あた っ て,全 繊 同盟 の 方 針 通 り,「 あ る会 社 で は 失 業 保 険 を

利 用 して6ヵ 月 間 国 民 の 税 金 で肩 代 わ りす る とい うあ く どさ を政 府 となれ あい

17)同 上第115号(1957年9月11日)。



表3:操 短による帰休状況(東 レ)

第一次一第二次

滋賀工場

ウ
ー. }

ク 〃. 第三次 〃 〃 〃
〆

工場冒「
～

.一.....

愛媛工場 瀬田TA… 計 滋賀⊥場 愛媛工場 瀬田工場 計

_齪1 男 女 計 男 女 計 男 女

.

{

計.男:女
i.」.

計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

会社中人余剰入貝 360 207 567 121 53 174 3 116 119.484…376 860 郷 至44
1,570 131 122 253 33 227 260 1.09993 2、1〕3

ケ 月 日 S32年9月22日 533年1月6目

配置転換 人.目 110 0 110 31 0 31 30 o 30 171 o 171

希 望 退 職 人員 14ユ 722 863 25 425 450 8 484 174 1,63/1.80

700帰 休 者 合 計 360 213 573 77 54 131 Q ]01 101437 368 805 655 0 655 45 0 45 o 0

492

0

0

.一.700

700

...o

D一......本.人希望帰休人員

会社 指 名 人 員

131 0 101 1〔〕1437 368 805 655 0 655 0 45 o o 700360

0

213

0

573

0

7定

0

畢
0 o o 0 0〔 〕 0 o Q o 〔〕

45

0 0 G o o 0 0 0 D

帰.休 月 日 S32年1明 咽 s33年2月1日

復 帰 月 口 S32年1月1日 S33年5H1日

復 帰 入 員 360 211 571 77 52 129 o ユ00 100437 363 800

不 帰 人 員 o 2 2 o 2 2 (〉 1 10 5 5

. 嘆 鷺芒笛)o 2 2 o 2 2 o 1 1 0 5 5

.②晶 宅縣 o 0 0 O o o o 0 0 o 〔) 0

;③理 由 不 明 o 0 0 o o D o G 0 0 0 D

備 考

…L
出典:表2に 同 じ、94ペ ー ジ。
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で や って事 実 が あ りま した」 と非 難 して いた が,ち ょう ど1ヵ 月 後 に 「会社 が

負 担す べ き補 償 を政府 が肩 代 りす る とい うこ と に な るの で あ る か ら,わ れわ れ

はい ば って 保 険金 を 受 け取 れ ば 良 い ので あ るか ら よ く考 え て い て ほ しい」 と記

して い る1%全 繊 同盟 の 当 初 の 方 針 は覆 され た。 実 質 的 な雇 用 確 保 と収 入 確 保

こそが 最優.先され た ので あ る。

こ う した二 次 わ た る減 産 ・設 備 縮 減 に も.かか わ らず,過 剰 在 庫 は解 消 せ ず ,

市 況 は さ らに悪 化 の傾 向 をた ど った 。 この た め通 産省 は ス フ綿,ス フ糸,ビ ス

コー ス人絹 糸 につ い て1958年1-3月 の 第3次 操 短 勧 告 を お こ な った 。 会社 が

「.・時 的」 と考 え てい た 操 短 は この 第 三 次操 短勧 告 に よ っ て,希 望 退 職 募 集 へ

とつ な が って い く。 東 レに と って は レー ヨ ン糸55%減 産 と い う大 規 模 な もの で

あ った 。 また,12月26日 に は労 働 省 か ら化 繊 協 会 に対 して,「 再 雇 用 で きる 基

盤 が 企業 にで きて い ない の に解 職 者(=.・ 時 離職 者)を 再 び企 業 に吸 収 し,新

た に別 の労 働 者 を再 び確 定 期 隈 付 きで 離 職 させ る と な る と,そ れ が失 業 保 険法

上 の離 職 と認 め る こ とに は 大 きな 問題 が あ る」 旨の 見 解 が 明 らか に され た。 こ

の見 解 は,企 業 に と って は 第一 次 二 次 の時 の 措 置 が とれ な い とい う こ とで あ り,

希望 退 職 の 募 集 要 請 とな っ た ので あ る。 現在 で は 雇 用 調整 助 成 金 制 度 が 充 実 し

てお り,今 回 の不 況 局 面 に おい て は雇 用 問題 に大 きな効 果 を発 揮 した が,当 時

の失 業保 険制 度 で は 、 こ う した 運 用 は望 ま し くな い とされ たわ けで あ る。

会 社 の提 案 はつ ぎの とお りで あ った。 ① 対 象 者 は勤 続20年 未 満 で双 方 に都 合

の よ い者 ② 退 職 金 は会 社 都 合 の50%増 ③ 残 余 の者 は他 社 な み の 「優 先 採 用 条 件

解雇 」 を募 集 す る。④ 余剰 人員 は3工 場 全 体 で2,100名(う ち女 性790名)で あ

り,社 内 転 用 を考慮 す る と,予 定 者 は1.800人 程 度 で あ る(男 子 中 心1。 組 合 の

対 応 は混 乱 して い た。 当 日開か れ た操 短対 策委 員 会 で は 「希 望 退 職 は避 け るが,

最悪 の場 合失 業保 険 に よ る帰 休 は認 め る」 とな って い たが,こ の 案 は 翌 年 ユ月

10日 の 中央 委 員 会 で ひ つ く り返 さ れ,希 望 退 職 に応 じる こ とに な った ので あ る。

この 日 に結 ん だ 協 定 書 は,条 件 で は 会 社 提 案 に近 い も ので あ っ た。 た だ し
,

18)同 上第112号 〔195ア年8月11日 〕,および9b115号(同 年9月11日)Q
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「自発 的 な希 望 者 の み を募 り肩 た た き はお こな わず,再 募 集 はお こ なわ な い 」

とい う条 項 を含 ん で い た。

協 約 書19}

東 レと東 レ労働組合 とは,昭 和33年1月10日 開催の中央団体 交渉において,今 次操

短 に伴 う希望退職の募 集に関 しつ ぎの通 り協約す る。

記

1,会 社 は,滋 賀,愛 媛,瀬 田.各事業場勤務の従業.員の内,昭 和33年1月20日 現在

で勤続20年 未満 の者 について,希 望退職を募 集す る。

2.募 集期間は募集.発表時 よ り昭和33年1月20日 午後5時 まで とす る.募 集開始期

は,事 業場労使 において協議決定す る.締 め切 り後 再び募集 を行 うことはない。

3.募 集過程において作為 は しない。各人の応募が 自発的応 募で あることについて

組合 の確認を経た うえ,応 募 者を退職 させ る。確認 の方法 につい ては事業場労使

において協議す る。

4.募 集期 間中は応募者の取捨選択 は行わ ない。ただ し必要のある場.合ほ昭和33年

1月21日 開催予定の中央団体交渉におい て応募者の取捨 選択につ いて.協議す る。

5.退 職 目は,昭 和33年1月2.1日 開催予定 の中央団体交渉で 確認 のあ った とき以後

1月31口 までの問の会社が 定めた日 とす る。

6.退 職金 は次に よ り支給する。① 月額表示本給 に乗ず る支給係数は,退 職金規程

第3条Dの 係数の150鮨 の係数 とす る。 その他 の事項 については退職金規程 によ

る。 〔調整加給 は,退 職金調整加給 内規別表第2を 適用す る。)② 解雇予告 手当 は

支給 しない。

7.社 宅,寮,寄 宿舎の退去期間については,個 々の事情 を参酌 して事業場労使で

協議 決定 する、,

8.離 職票 の離職理 由は,会 社都.合に よる整理 とす る。

9,希 望退 職者募 集は今 回限 りとする。

10.希 望退 職者数 が,操 短余剰 人員に充たない ときは,不 足人員 の処置 について,

昭和33年1月21日 開催予定の 中央団体交渉 において協議す る。

19>同E第126号 〔1958年1月ll日)。
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11,操 短 の緩 和 又 は解 除 に よ り生 産 が復 元 した場 合 は,労 働 強 化 とな らな い よ う,

人員 を補 充す るD

12.操 短余 剰 人員 の社 内 転 用 に つ い て 努 力 す る。

昭和33年1月10日

希 望 退 職 につ い て は,全 く肩 た た きが な か った のか ど うか が 問題 で あ る。

ユ958年1刀28日 づ け組 合 新 聞 は,一 時 帰 休 者 の座 談 会 を のせ て い るが,つ ぎの

よ うな発 言 が あ る。

「Cこ ん どの希望 退職で は共稼 ぎに風当た りが強い ようですね。私 も共稼 ぎですが,

大体ふだんか ら何 かある と共稼 ぎに目をつ けられます。職場 の人達 も共稼 ぎだ

か らとい った 目で見 るよ うに思 うんです よ,だ か らこん どもや めてい く人が多

いんです。…… 〔中略)

B私 た ちの ところは,… …や は り結婚 してい る女の人に対 しては,何 か働 きかけ

があ ったよ うに聞い てい ます。

司 会者 働 きかけが あった とい うことは ケシカ ラン,そ のよ うな事のない よう労使 で

協約 しているんですか ら。

E希 望につ いては労務課の人が曽人..一人聞いて回ってい るとい うことで した。

司会者 滋.賀の男子 の場合 はどうですか。

Gそ んなこ とは問題 にもしません。(中略)

D私 の ところは コー ン撰別ですが,人 員が3略 あ ま りで,10人 位 やめます。全部

世帯持です.結 婚 して1ヶ 月位 で これか ら生活 を立て ようとい う人が ナキナキ

やめてい くということもあ るんです。

司会者 やは り組合へ相談 に行かん とダメですよ,そ んな人 は今か らで も遅 くないと

考 えますか ら。

D退 職届 を出 して しま ったんではね。

司会者 しか し組合 の確認がなければやめさせ るわ けにはいかん ようにな っているん

です。(中 略)

D組 合会社立会説明の あと,別 に課長が結婚 した 人ばか りあつめて話 したんです。

司会者 男性 の場合 はどうですか。
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A聞 きませ んね。……」

この発.言内容 か ら推 測 す れ ば,希 望 退 職 の ター ゲ ッ トは共 稼 ぎ の.女性 で あ っ

た よ うに お もわ れ る。 「や め る な ら共 稼 ぎの 女性 」 とい う考 え は,何 も会 社 だ

けが もって い た だ けで な く,職 場 の な か,さ らに は 女性 の なか で もか な りひ ろ

が って い た 空気 で あ った よ うに思 わ れ る。 これ は,1958年2月1口 づ けの 組 合

新 聞 にの った 一 般 組 合 員 の 意 見 か ら も窺 い 知 る こ とが で き る30)。そ れ に対 して,

男 性 には 退 職勧 奨 を会 社 は お こ な って な い 。 そ れ は 会社 が男 性 に辞 め て も らい

た くない とい うわ けで な く,そ う した 退 職 勧 奨 を行 い 得 な い労 使 関係 が あ った

とみ るべ きで あ ろ う。

肩 た た き とい うこ と 自体 が か な り曖 昧 な もので あ るだ けに,希 望 退 職 の 受付

を組 合 が行 な う..とい う手 段 はあ るが,全 面 的 に規 制 す る こ とは非 常 に 困 難 で あ

る。 どの程 度 「希望 」 に基 づ い て い た か は,予 定 者 数 と申 し込 み 者 数 の 差 で み

る のが 適 当で あ ろ う(表4>。 これ を見 る と,総 数 と して ぽ ほぼ 募 集 人 員 とお

な じで あ るが,性 別 に大 き な隔 た りが あ る こ とが わ か る。 当 時,男 性 と女性 は

賃 金 処 遇 制 度 上 異 な った位 置づ けが な され て い た2㌔ 男 性 は 長期 雇用 を前 提 と

して い た が,女 性 の場 合 は短 期雇 用 を予 定 して お り,職 務 内 容 も大 き く異 な っ

て い た 。つ ま り,希 望 退 職 は会社 の意 図 に 反 して,男 子 は圧 倒.的な 過小,女 子

は圧倒 的 な過 大 とな っ たの で あ る。 この結 果 は 予想 され た もの で あ ろ う。 短期

20>同 ヒ第128号1:同 年2月1口)。 つ ぎのよ うな意 見がみ られ た.「 私 はち ょうど結婚 しよう とし

た ところだ ったのでち ょうどよか った」(女 性),「 共稼 ぎの人ば,仕 事の上か ら見ると余 り役 に

立 たない人が多1.・。お互 に仕事に追われている面か ら見れば,や めてもらうの もやむを得 まい。

不明朗な空気 も残 したが,や む をえなか ワた措 置だ とお もってい る。」 〔男性)な お,ド イ ツで

は解 雇制限法で,整 理解雇は 「福祉的観点」 〔so加1已Ge5icトt雪punkte>に もとづ いておこなわ れ

な けれ ば な ら ない と され てお り,だ れ を解 雇 す るか とい う と きに 「福祉 的 選択」 〔s面a且e

Au5wahDが 問題 とされる。基 準 として勤続年数,年 齢,豪 放の扶養 責任 があげ られ るが,「 家

族の扶毬 責任」の一つ として「共稼 ぎ1か否かが,ド イツにおいて 「.公正な」基準の一つ として重 視

されて きた.だ が,現 在で は過度に重視する ことは望ま しくない とされてい る。詳 しくは,藤 内

和公[1996】 「ドイツの整理解 雇におけ る人選基準」,『岡山大学法学 会雑誌」第45巻 第3号,参

照。また,拙 稿[19891丁 雇用 調整をめ ぐる西 ドイツ労使関係の研 究」,職 業訓練大学校,も 参照

されたい。

21)処 遇制度の変遷は労 使関係.Lの 大 きなテーマであ り,東 レにおいて も労使の係争 とな る問題 で

あ ったが,こ のテーマをここで扱 う余裕はない。別の機会に検討 したい。
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表4=第 三次操短 における希望退職募集(東 レ)

① 会社提案 ② 希望退職申込数

〔351〕17

男

滋 賀1,180

愛 媛110

瀬 田20

計1.310

女

440.

130

220

790

計

1,620

240

240

2,100

男 女 計.

滋 賀 ユ53 732 885

愛 媛 25 4≡5 450

瀬 田 8 484 492

計 186 1,641 1β27

出典=表2に 同 じ,81,83ペ ー ジ 。

雇 用 を前 提 と した場 合 は,希 望 退 職 募 集 は有 利 な 退 職 条件 の提 示 で あ り決 して

悪 くな い 。他 方,長 期 雇 用 を前 提 とす る もの に あ って は,き わ め て き び しい も

ので あ る。 この両 者 に対 して,同 一 の 条 件 を提 示 した場 合 ,こ う した 結 果 が で

るの は いわ ば 当然 の ことで あ った 。 会社 の 「双 方都 合 の 良 い者 」 とい う当 初 の

目論見 どお りに はい か なか った の で あ る 。 さ ら にす で に述 べ た よ う に,一 部 で

共稼 ぎ女性 へ の 退 職 勧 奨 行 為 もみ られ た。

会 社 は 予 想 以 上 の 女 子 の希 望 退 職 の 申 し込 み に驚 き,1ヵ 月.単位 で 嘱 託 と し

て一 部 を 残 留 させ た い とい う申 し入 れ をお こな って い る(も っ と も
,こ の 申 し

入れ ば 第 四 次 操 短 勧 告 に よ り,後 に 白紙 に戻 さ れ た)。 ま た,男 子 につ い て は

予 定 数 に 満 た ない ため,「 優 先 採 用 条 件 付 き解 雇 」 の 募 集 が 労 使 の 協 約 に基 づ

い て お こ なわ れ た 。 言 葉 こそ 「解 雇 」 で あ るが,条 件 は先 の 「一 時離 職 」 の場

合 と同一 で あ り,3カ 月後 全 員復 職 して い る。 つ ま り,男 性 に 関 して い えば,

「希 望 退 職 」 は文 字 どお りのか た ちで お こな わ れ た とみ て よい。

に もか か わ らず,こ の希 望 退 職 の募 集 はか な りの 非難 を.合繊 同 盟 本 部 か らあ

びた 。 そ して1958年3月13日 の 化 繊 部 会 の代 表 者 会 議 の もの で.今後 の 処 理 に つ

い て次 の よ うな方 針 が 決 定 され た 。① 操 短 に よ る今 後 の 余 剰 人 員 は 輪 番 休 日制 ,

また は会.社補 償 に よ る休 業 で 処理 す る。会 社 補 償 額 は80%を 下 回 って は な らな

しママき

い。.②会社 側 との 接 渉 は部 会 三役 に一 任 す る。 これ に基 づ い て
,4月18日 東 レ

労 組 も 「輪番 休 日」 に よ る余 剰 人 員 の吸 収 を決 定 し,会 社 と協 約 を結 んで い る。
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この 輪 番 休 日は ユ2月ま で続 け られ た。 こ こで は,日 本 で は例 外 的 とい え る まで

の,産 別 「全 繊 同 盟 」 の指 導 力 が 強 く窺 わ れ る.と共 に,企 業別 組 合 とのせ め ぎ

あい が 知 らさ れ る。 そ のせ め ぎ あ い は企 業 内 労 使 協議 制 の 充実 と共 に企 業 内 交

渉 の強 化 の 方 向 に 進 む こ とに な る ので あ る。

さ て,最 終 段 階 は4月 か ら9月 に いた る第4次 操 短 で あ る。4月3日 の 合繊

同盟 の 化 繊 中 開委 員長 か ら4月1日 以 降 の操 短 対 策 につ い て次 の示 達 が 出 さ れ

た 。 「① 希 望 退 職,失 業 保 険 適 用 は認 め な い 。 ② 今 後 の 交 渉 は休 日の増 加,掃

くママ　

休制のいずれを採用しても賃金は会社保償として,賃 金80%を 獲得する。③ こ
エママう

れ らの条 件 が と との は な い と きは,化 闘本 部 の指 示 を得 て 中労 委 へ提 訴 す る。」

中労 委 へ の提 訴 は当 時 は よ く使 わ れ た方 法 で あ っ だ ㌔

さて,4月18日,東 レ労 組 の 操 短 対策 委 員 会 は第4次 操 短 に つ い て,余 剰 人

員 の吸 収 は滋 賀,愛 媛 同 一 条 件 で 月4回 以 内 の輪 番 休Rと す る よ うに決 定 した。

5日 後 の 中央 団 交 で,滋 賀,愛 媛,瀬 田 と も5月1日 か ら6月30日 まで1ヵ 月

間 に ・人4日 以 内 の 輪 番休 日制 を とる こ とが 決 定 した 。 休 日中 の賃 金保 障 は 月

給 者 が100%,日 給 者 が 本 給80,そ の他 は100%と され た 。7月 以 降,よ うや

く操 業 率 は徐 々 に 回復 した が,一 部 の職 場 で はユ2月で も輪 番休Hが お こ なわ れ

て い た とい う。.と もあ れ,4次 に わ た る操 短 は よ うや く終1と符 を うつ こ と と

な った の で あ る。 この 時期 か ら,レ ー ヨ ン部 門の 縮小 と合 繊 部 門 の拡 大 が は じ

ま る。1958年 か ら59年 に か けて,滋 賀 工 場 か ら300名,愛 媛 工 場 か ら30～40名

を三 島工 場,プ ラス チ ック研 究 所,名 古 屋研 究所 な どへ転 出,レ ー ヨ ン部 門 の

余 剰 人 員 の合 繊 部 門へ の転 出 な どが お こ なわ れ 始 め る ので あ るZ%い ず れ も操

短 な ど に よ る余 剰 人 員 の 大量 転 勤 につ い て,会 社 か ら組 合 へ 申 し入 れ を う けて

22)昭 和31年 から40年 にか けて,中 央労働委員会が おこなった調整 については,争 議調整制度研 究

会 〔1996]1全 国的労働争議 調整 実態の研究」上巻 ・下巻,H本 労働協会.を 参照せ よ。 また,

昭和20年 代 につい ては,労 働争議 調査 会 〔1956〕『戦後労働争議実態調査 第4巻 繊維労働 争

議 と組 合運動」,お よび労働 争議調査 会 〔195了〕 「戦後労働争議 調整 史録一 ヰ 労委の記録か ら」

上巻 ・下巻を参照 のこと。

23)r東 レ組合新「貴}」第156号.(同 年12月21日),第158号(1959年1月U日),第171号(同 年6月1

日)。
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い るが,若 年 者(従 来25歳 未 満 が 条件 で あ った のが28歳 まで 枠 を広 げ て い る).

中心で あ り,余 剰 部 門か ら新 規事 業 へ の転 勤 だ け に,.希 望 者 の 募集 に対 して応

募 す る者 は多 く,労 使 関係 ヒの 問題 とは な って い ない 。 高 度経 済成 長 の なか で

大胆 に進 ゆ られ る ス ク ラ ップ ・ア ン ド ・ビル ドの 兆 しが み られ る の も この時 期

な ので あ る。

2.三 菱 レイヨンの事例

1950年 代 の異 動 に 関す る労使 協 議 の状 況 を 三菱 レ イ ヨ ンにつ い て み る こ とに

しよ う。 東 レの状 況 とほ ぼ 同 じな のだ ろ うか 。 そ れ と もか な り違 って い た の で

あ ろ うか 。

三菱 レ イ ヨ ンは,戦 後 「過 度 経 済 力 集 中排 除法 」 に よ って分 割 され た 化 学 企

業 の繊 維 部 門で あ り,労 働 組 合 も会 社分 割 と と もに分 離 独 立 して い る。

(1)57年 大 規 模 操 短

三 菱 レ イ ヨ ン の場 合 に は,第1・2次 操 短 勧 告 の と きに ,希 望 退 職 募 集 を組

合 は認 めて い る。 そ れ は 全繊 の方 針 とは違 って い た 。 しか し,組 合 史 に よれ ば

「組合 管 理 の も とに退 職 者 を募 るほ うが 最 善 で あ る とい う空気 が強 か っ た」 と

い う。 結 果 は会 社 提 案644人 を15名 上 回 る659名 で あ った 。 ま た ,う ち女 性 は

610名 と圧倒 的 多 数 を 占め た。 ま た,第3次 操 短 勧 告 の と きは,女 性 中心 の2

主力 工場 で は東 レの場.合 とは逆 に 一 時帰 休 を 実施 して お り,男 性 の 多 い1主 力

工 場 で は所 内 配 転51名 と ア ク リ ル新 会社 へ の 「転 換 」65名(退 職 派 遣 ,現 代 の

範 曜 と して は 「転 籍」 と い う こ とに な ろ う)が 行 なわ れ た。 「転 換 」 につ い て

ば労使 は対 立 した まま 会.辻が押 し切 っ た。 さ ら に,1958年 には い っ てか らは,

輪番休 日(賃 金 保 障80%)が お こ なわ れ た。 これ は東 レと同様 で あ る。

さて,会 社 か らの 申 し入 れ に よ っ て1957年8月 に臨 時 中.央生 産委 員.会が 開 か

れ,そ れ で 会 社 が操 短 対 策 に と もな う人.員問 題 に つ い て次 の提 案 を お こ な った 。
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1.余 剰人員

〔D大 竹工場

イ 有機減産 に伴 い 呂月よ り約80名,10月 以降約100名

ロ 製.'9月 よ り約60名

ハ 薬品12月 よ り18名(二 硫化回収装置完成に よる)

小計8-12月 末 まで約160名

② 紡績(岐 阜,幸 田)工 場

イ 操短 によるもの 約300名

ロ7口 操業停止に よるもの 約240名

小計540名

合計 約700名

2.対 策

〔1)希 望退職を募集す る

イ 大竹工場 におい ては,男 女全員を対象 として募 集す る。

ロ 紡 績工場 につ いては,勤 続3年 以上の 女子 を対象 として募集す る。

ハ イ～ロに対す る条件 として,退 職金 を基準 額十基準 内賃金 の2ヵ 月分 と

する。

② 一時帰休制

希望 退職者 が予定 に満た ない場合,失 業保険給付 の適用 を受 けて一・時帰休

制を実施す る。

〔3)一 時的解雇(.大 竹 の場合,製 二 は失保適用 とな らぬ可能性が あるため,こ

れ を補完す る意味)

イ6ヵ 月の失業保 険の給付 を受 けて待機 し,こ れを ユ年 間 くり返す。

日 本人の希 望,勤 続,家 庭 の状況,仕 事の都 合によ り,必 要な人員だ けを

指名 して休ませ る。

細部 については希望 退職締切後,お って協議す る。

3.名 古屋工場につ いては希望者が いる可能性 もあ るので,希 望 退職者を募集す る。

4.希 望退職,・ 時帰休制,一 時 的解雇等あ らゆ る努力を して も,な お目だつ余剰

があ る場合,思 い切 った人員整理 を断行せ ざるを得ない。

しか し,か か る事態 にな らないことを願 うが,今 回,犠 牲をわか ち公平 を期
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すため,〔1),A業規則 の解雇条項 に該当す ると思 われる人,1:2次 勤が ちの人,⑧.

有夫の婦,〔4仮 親 欠勤 中の人 について は,自 発 的にや めて もら うことにな る。

組合 は,こ れ に対 して,回 答 を留 保 し 「本 日 は き きお く こ とに とどめ 」 た 。

化繊 産 業 は産 業 別 交 渉が お こ なわ れ て お り,全 繊 同 盟 化繊 部 会 と化 繊 メー

カー とで,1957年8月 第1回 化 繊 労 使 会 議 が 大 阪 で 開か れ た=4,。.会社 側 は 「化

繊 の操 短 に伴 い,専 業7社 従 業 員8万 人 中 よ り約3,000人 の 余剰 人 員 がで るが,

この う ち約1.000人 は配 置 転換 で吸 収 し,残 余 の2,000人 につ い て は 希 望 退 職,

一 時帰 休 の 方 法 で対 処 した い。 個 々 の整 理 問 題 は 単杜 交 渉で 行 ない た い 」 と提

案 した。

しか し組 合 側 は,全 繊 同 盟 の方 針 に そ って これ に反 対 の態 度 を表 明 し,「 人

員 整理 とい う共 通 問 題 で あ るか ら連.合交 渉 で 行 ない た い 」 と主張 したた め,結

論 が で な い ま ま別 れ た 。 … …(組 合側 の 申 し入 れ の 〉 結 果,9月2日 に化 繊 協

会 〔大 阪)に お い て 労使 の代 表者 会議(紺 含側 三 役 も会 社側7名)が 開か れ,.

組 合側 が 一 時 喘 休 制 を認 め る 方針 を打 ち出 した た め,こ の席 上,組 合 側 が 提 示

した10項 目 にの ぼ る条件 につ い て会 社 側 は 「考慮 す る」 との態 度 を示 し,交 渉

は急 進 展 す る こ ≒に な った。

化繊部会申 し入れ の10項 目

1.操 短以外 の原 因を理 由に した便乗的な合理化に反対す る。

2.こ の操 短で人員整理 を行 なわない こと。

3.余 剰人員 につ いては休 日増加,一 時帰休 の方法 で処理す ること。

4.余 剰 人員につ いては現在,概 算2,800人 程 度 と発 表 してい るが,次 の方 法で し

ほる こと。

働 定員が不 足 している職場,時 間外労働 の多い職場等 につい て人員 を補充する。

〔2.)休日,休 暇が完全 にとれ るように人員 を確保 する。右の職場 に欠勤見込み人

員を も考慮す ること。

5.時 間外労働 は労基法33条 の定め に該当す る以外,一 切 これを認めない。

6.あ らか じめ予想 され る時間外労働 は これ を行 なわず,す べて 人員補充によ り行

24)全 繊 三 菱労 働 組 合 『組.合20年 史 」2a3～299ペ ー ジ,と くに288,9ペ ー ジ。
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な う。

7.操 短 中 は 原則 と して従 業 員 の 新 規 採 用 は 行 な わ な い こ と。

8.自 然 退 職 人 員 を 見込 ん だ 人 員 を確 保 す る こ と。

9.探 知 実 施 に よ って,新 た な必 要 に よ る保 全 作 業 の た め 人 員 を確 保 す る こ と。

10.本 人 の 希 望 を きい て操 短 の な い事 業 場 に人 員 を吸 収 す る こ と。

こ の間,組 合側 は通 産,労 働 の両 省 に対 し,操 短 につ い て の善 処 方 を 申 し入

れ,他 方,会 社 側 は9月2日,労 働 省 に対 し失 業保 険適 用 に よ り一..一時 帰 休 制 度

実施 を 申請 。9月5日 の 第 二 回労 使.会議 で 「帰 休 者 が就 業者 よ り不 利 益 に な ら

ぬ こ とを前 提 と して,...・時 帰休 制 を 実施 す る こ と」 で 了 解 点 に達 した。 さ ら に

8日 の化 闘で 「原 職 復 帰 と一 切 の解 雇退 職 の な い こ とを条件 に,一 時 帰 休 制 を

原 則 と して 認 め る」 こ と を決 め,今 後 は 単社 交渉 を行 な う こ と にな った ので あ

る。

単 社 交 渉 に臨 む 方 針 は,完 全 雇 用 と賃 金100%保 障 を か ち 取 る こ とで あ っ た

が,こ こで 重 要 な の はつ ぎの文 面で あ る。 「こ の 一 線 が 確 保 さ れ た と き,女 子

の特 殊 事情 か ら希望 退 職 をの ぞ む 者(真 の意 味 で の希 望 退 職 は,組 合 を通 じて

行 な う〉 に対 して の 処 置 を 同時 に解 決 して い き た い。」繊 維 産 業 の 場 合,短 期

勤続 の大.軍:の若 年女 子 が 主 力 労働 力 で あ り,彼 女 た ちの 場合 に は,退 職 金 な ど

の 上積 み の あ る 「希 望 退 職 」 は 必ず し も不 利 な もので はなか ったか らで あ る。

会社 の提 案 はつ ぎの とお りで あ った。 ① まず 希 望 退 職 を募 りた い。 ② これ で

定 員 に満 た な い場 合 に は,...一時帰 休 の希 望 を と りた い 。③ ① ～② を実 施 して も,

な お定 員 に至 ら ない 場 合 に は 組 合 と.協議 した い 。④ 帰休 の 条件 につ い て は,で

きる か ぎ り組 合 の 意 向 を受 け入 れ た い。

組 合 は,全 繊 同盟 や 化繊 部 会 の方 針 とは異 な るが,組 合管 理 の も とに 「真 の

希望 退 職 」 は認 め て よい の で は な いか とい う空 気 が 強 か った。 そ のた め,交 渉

は合 意 に い た り,当 初 会社 提 案 の644名 に 対 して,実 際 は3工 場 合 計 で659名 の

希 望 退 職 者(男 子49名,女 子 研0名)が 出 た た め,第 一 次 操 短 の 人 員 対 策 は こ

れ で 終 了 した。
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第2次 操 短 で は,す で にみ た 東 レ以 外 で も大 量 の 退職 者 が 出 てい るが,三 菱

の場 合 は幸 田84名,岐 阜76名 の 余 剰 人 員 が 再 び 発生 した 。 これ に対 して,一 時

帰休(真 に希望 す る者 のみ)が 実 施 さ れ た 。 ま た大 竹 工 場 で も操 短 が 強 化 され

た た め,場 所 協 議 会 で つ ぎ の決 定 が な さ れ た 。 ① 部 内 配 転 につ い て は増 産 に

な った場.合,原 則 と して 現 職 復 帰 す る 。② 昇給 賞 与 につ い ては 不利 益 に しな

い。③ 前 回 配 転 者 は原 則 と して 配 転 しな い。 ④ 作 業 加 点 の な い と ころ で は組 合

と協議 す る。 余 剰 人員 はU6名 で あ った が,う ち場 所 内配 転 が51名 ,新 光 ア ク

リルへ の転 換 が65名 で あ った 。

第3次 操 短 は,合 繊 同 盟 の な か で は 希望 退 職 や 一 時 帰 休 へ の批 判 が 強 く,三

菱で も輪番 休 日が と られ た 。 そ の 間 の賃 金 保 障 は80%で 妥 結 した 。輪 番 休 日制

のや り方 は大 竹 工 場 と幸 田工 場 ・岐 阜..1場 で は 異 な っ て お り,前 者 で は 女子 は

配転,男 子 は.各人 月2日 以 内 の休 日,後 者 の工 場 で は1ヵ 月 一 人 最高4日 越 え

ない こ と とされ た 。 現 代 風 に い え ば,ま さ し く ワー ク シ ェ ア リ ン グに よ る雇 用

確 保 策 で あ った 。操 短 は,1958年 秋 に峠 を こ え るが,「 これ(操 短 の経 験)を

機 と して経 営 協 議 会 な い しは生 産 委 員 会 の あ ゆ方 を 根.本的 に考 え な おす べ きで

ある との 認 識 が 各 組 合 につ よ ま っ た」2%

また,1956年 に は繊 維 機 械 の製 造 工 場 の 閉 鎖 問題 も発 生 してい る。 組 合 は再

建策 を出 す が,会 社 は これ を拒 否 。 結 局,条 件 闘 争.に移 行 した 。 会社 は転 任 に

よる完 全 雇 用 は保 障 す る と した が.,結 局130名 の うち,他 の 事 業 場 へ の 転 任

(転勤)は83名 で あ り,47名 は 「希 望 退 職 」 して い る。

(2)分 社 化 と派 遣 問 題

現在 で は,子 会 社 化 や 分社 化,そ れ に と もな う出 向 ・転 籍 な どは ご く 一般 的

な異動 政 策 で あ り,労 使 協 議 の手 続 き も確 立 して い る.し か し,昭 和30年 代 初

頭 に お いて は,こ う した事 態 に対 す る組 合 の対 応,労 働 者 個 々 人の 受 け取 り方

は不信 と不 安 に満 ち て い た とい っ て よい で あ ろ う。 こ こで は新 繊 維 部 門 の 子 会

社 設立 に と もな う人 員 問題 を テ ー マ と して と りあ げ る こ とに した い 。

25)同 上229ページ。
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再 生 繊 維 か ら合 成繊 維 へ の対 応 の た め に,三 菱 レイ ヨ ンは まず,ユ955年 末 セ

ラニ ー ズ社 と アセ テー ト糸 の技 術 導 入 契 約 に もとづ い て,翌 年7月 に菱 光 アセ

テ ー ト株 式 会 社(1958年 に 三菱 アセ テ ー ト株 式 会 社 に改称)を 設 立 し,生 産 工

場 を富 山 に建 設 した 。 つ い で,ア ク リル繊 維 につ い て ケ ムス トラ ン ド社 の 技 術

導 入 に よ り,1.957年 末 に新 光 ア クqル 繊 維 株 式 会 社(1958年 に 三菱 ボ ンネ ル株

式 会 社 に改 称)を 設立 し,大 竹.「場 の隣接 地 に新工 場 の建 設 を は じめ た 。 す べ

て の人 員 を新 採 用 す る こ とはか んが え られ な い 。 当 然,.従 業.員派 遣 の 問 題 が 発

生 す る こ と に な る。

まず,ア セ テー ト社 の場 合,会 社 はユ956年3月 の 臨 時 中央 生 産 委 員 会 で,新

会社 の 人事 問 題 につ い て,次 の 点 を 明 らか に した 。① 本 管 貝(本 社 管 理 扱 い 社

員 の こ とか … …引 用 者 〉 は す べ て 当社 か ら休 職 派 遣(現 在 の 定義 で は 出向 にあ

た る)を 考 え てい る。 従 って給 与な どの労 働 条 件 は当 社 と同 じにす る。 ② 場 管

員(事 業 場 管 理 扱 い 社 員 の こ とか … …引 用 者)は 新 会社 で採 用 す る。 ただ し,

そ の うち役 付,基 幹⊥,特 殊 技 能者 な ど ご く少 数 は当社 か ら派 遣 す る こ とにな

るが,こ れ は当 社 を退 職 して新.会社 にい くこ と にな る(現 在 の定 義 で は 「転 籍

=退 職 出 向 」 にあ た る)鉤 。場 管 員 の 労 働 条 件 は,す べ て新 会社 の規 定 に した

が う こ と にな るが,当 社 か ら行 く者 は退 職 金 の勤 続 年 数 を通 算 し,給 与 は 現 収

を割 らな い 。

これ に対 して,組 合 の基 本 的 姿 勢 は 「本 管員 と場 管 員 を別 扱 い す るの は 不 当

で あ って 」,場 管 員 も休 職 派 遣 とす べ きで あ る とい う主 張 で あ っ た。 会 社 は 人

事 管 理 に つ い て ぽ一 つ の形 で 運 用 した い とす る もの の,新 会 社 の 本 管 員 は 三菱

レイ ヨ ンです べ て採 用 す る と した 。労 使 協 議 は8月,10月,11月 とつ づ くが労

使 に 歩 み寄 りはみ られ なか った 。 会社 と組 合 の交 渉 が 遅 々 と して 進 ま ず延 び延

25)現 代の 人事慣行か らすれば,管 理職 クラスは転籍,組 合員 は出向 とい うのが一般 的で ある.本

社採用従業 員と事 業場採用従業員 との区分とは同一視で きないが,前 者を出向,後 者を転籍 とす

るこの方法 は,現 在の感覚か らすれば,事 業場採用従業員が非正規従業員に近い扱 いを受 けてい

た とさえいいうるか もしれない.筆 者 の定義 によれ ば,事 業場採用従業員は 「社 員1で はなか っ

たように もみ える。
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び とな って い た が,そ の 間 に も富 山工 場 の 建 設 は進 み,企 業 は 「希 望 者 」 に個

別 にあ た る こ とで,退 職 して 派遣 され る者 が 徐 々 にふ え て い った。 組 合 に これ

を規 制 す る力 は な か った 。結 局,企 業 が 主 張 を押 し通 し,労 使.合意 は成 立 しな

か った ので あ る。 翌 年,組 合 は会 社 の措 置 を認 めざ るを えな か った。

『組 合20史 』 に よ れ ば,こ の問 題 が 労 使.含意 に達 しな か っ た理 由 はつ ぎの こ

とで あ る。 「本 問 題 の 処 理 が 遅 延 せ ざ る をえ なか った 背 景 に は,会 社 側 が① 外

国 との 合 弁 会社 で あ る こ とを理 由 と して,レ イ ヨ ン労組 の影 響 を完 全 に断 ち切

り,労 務 管 理 につ い て も比較 的 自 由 の立 場 で 決 定 し運 営 した い。 ② 新 企 業 で あ

るため,企 業 の 動 向 が どの よ うに発 展 す るか 不 安 が あ った。 こ とな どが 推 測 さ

れ るが,一 方,組 合 や 組 合 員 の 間 に も① 別 会 社 で あ るた め 本 管員,場 管 員 の差

別 をつ け る こ とを否 定 しな が ら も会社 の提 案 を認 め るべ きで あ る とい.う考 え方

もあ った 。② 該 当 者 は少 数 で あ り,経 済 闘 争 と異 な り比 較 的 関 心 が うす か っ

た」 こ と も一..一因で あ っ た と考 え られ る27,。と もあ れ,菱 光 ア セ テー ト労働 組 合

は1957年U月 に結 成 式 を あ げ る こ と とな った 。

つ ぎ,ア ク リル新 会社 の場 合 をみ て お こ う。 主力 工 場 と隣接 す る に も関 わ ら

ず,会 社 の 態度 は ア セ テ ー ト会 社 の 場 合 と同様 で あ った。1957年 末 の 中 央 生 産

委 員 会 に お い て,会 社 は① 従 業 員 は新 光 独 自の部 課 につ い て は本 管 員 は レ イ ヨ

ンよ り求職 派遣 ま た は現 職 派 遣 腸 管 員 は退 職 派遣 また は独 自 に採 用 す る。 ②

レイ ヨ ンよ り重 な る部 課 につ い て は本 管 員,場 管員 と も現 職 派 遣 と した い,と

説 明 した。 これ に対 して,組 合 は① 大 竹 工 場 と隣接 地 に あ る こ と。② 厚 生 施 設

は共 同利 用 で あ る こ とか ら,ア セ テ ー ト社 の場 合 と 同様 に扱 うべ きで は ない と

した が,会 社 の 態 度 は強 硬 で あ った。 『組 合 史』 か ら読 み取 る か ぎ り,派 遣 者

自.身は いわ ば 「選 ば れ た 者」 と して意 識 が あ り,組 合 との 関係 は必 ず し も しっ

く り行 っ てい なか った よ うだ 。 こ う した事 情 もあ って,新 会社2社 で は それ ぞ

れ 組 合が 結 成 され るが,こ の2組 合 と三菱 レイ ヨン労 組 との 関係 は さ しあ た っ

ては疎 遠 で あ った とい う。

27)rift合20年 史」354ページ。
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こ う して出 向 問題 は 会社 に押 し切 られ た 形 とな って い るが,会 社 は なぜ,場

管 員 の休 職 派 遣 を認 め なか っ た の で あ ろ うか 。 「選 ば れ た 者 」 と はい え,場 管

員 は 会社 に とって 最 後 まで保 持 す べ き人材 とはみ な して い な か っ た の で あ ろ う。

企業 に と ってみ れ ば,や りす ぎた工 職 身分 格 差 の縮 小 をい くらか 緩和 した い と

考 え て い た可 能 性 が 高 い 。 そ れ は 人事 権 回復 の 延 長 線.ヒにあ った 。 さ らに現 組

合 の 影響 力 を新 会 社 か ら排 除 しよ う と した 形 跡 もあ る。 休 職 派遣 で は組 合 の影

響 が 強 く新 会 社 に 及ぶ か らで あ る。 この問 題 を組 合 ば労 働協 約 闘 争 に 移 した。

そ の 後,会 社 は新 会社 の組 合結 成 の 直 前 に な って,「 今 後 は 場 管 員 も休 職 派 遣

とす る」 旨の提 案 を組 合 に して い る。 組合 は もち ろ ん喜 んで これ を 受 け入 れ た 。

新 会 社 で の 組 合結 成が 影響 した こ と は想像 に難 くな い。 会 社 の組 合 の 影 響 力排

除政 策 は必 ず しも成功 しなか っ た ので あ る。 これ らの事 例 を.見る限 り,当 時 の

会社 の組 合 政 策 ぽ対 立 的 で あ り,対 抗 的 労 使 関係 が 成 立 して いた とい え よ う。

協 調 的組 合 主 義 で な る合繊 同.盟加 盟 組 合 にお い て も,企 業 の政 策 いか ん に よ っ

て,労 使 関 係 は変 動 す る こ とが わ か る。 企 業 の政 策 は東 レ とか な り異 な って い

た ので あ る。

さ て,1950年 代 は,激 しい労 使 対 立 が社 会 の 表面 に現 れ る ことが 減 った とは

い え,化 繊 産 業 の操 短 問題 の 山場 で あ った1958年 は王 子 製 紙 争 議 の年 で もあ る。

日本 の大 企 業 で さ え,相 互 信 頼 的労使 関係 は また確 立 してい ない 時 代 で あ った 。

それ はか な り協 調 的 だ とお もわ れ る化 繊 産 業 で さ え,当 て は ま って い た よ うに

お もわ れ る。 労使 協調 的で あ る こ と と 「相 互信 頼 」 とは 同 じで は ない 。 こ う し

た状 況 は本 格 的 な 高 度経 済成 長 期 に おい て どの よ うに変 化 す るの で あ ろ うか 。

それ が 次 第 の テー マ で あ る 。

(未完)

*本 研 究は、(財)労 働問題 リサーチ セ ンターならびに 側.)関 西経済研 究セ ンター

の研究助成 を受 けてい る。


